
特定個人情報保護委員会行政文書管理規則の改正について（概要） 

 

１ 改正の趣旨 

平成２７年９月に成立した個人情報の保護に関する法律及び行政手続における

特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律（平

成２７年法律第６５号）の施行により、特定個人情報保護委員会が個人情報保護委

員会に改組されることに伴い、特定個人情報保護委員会行政文書管理規則を全部改

正し、個人情報保護委員会行政文書管理規則とするもの。 

 

 

２ 改正の内容 

同委員会行政文書管理規則の改正に際しては、現行の特定個人情報保護委員会行

政文書管理規則（平成２６年特定個人情報保護委員会訓令第２号）の内容に、新た

に加わる所掌事務のうち国際会議に関する部分について、「別表第１行政文書の保

存期間基準」及び「別表第２保存期間満了時の措置の設定基準」の事項に追加等す

るもの。 

 

 

３ 今後のスケジュール 

 適用：平成２８年１月１日（個人情報保護委員会設立日） 

資料５ 
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個
人
情
報
保
護

委
員
会
行
政
文
書
管
理
規
則
案
と
特
定
個
人
情
報
保
護
委
員
会
行
政
文
書
管
理
規
則
の
比
較
表

 
（

傍
線
部
分

は
相
違
部
分
）

 
個
人
情
報
保
護
委
員
会
行
政
文
書
管
理
規
則
案

 
特
定
個
人
情
報
保
護
委
員
会
行
政
文
書
管
理
規
則

 
特
定
個
人
情
報
保
護
委
員
会
行
政
文
書
管
理
規
則
（
平
成
２
６
年
特
定
個
人
情
報
保
護

委
員
会
訓
令
第
２
号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
訓
令

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。
 

 

平
成
２
８
年
○
月
○
日
 

個
人
情
報
保
護
委
員
会
訓
令
第
○
号
   

個
人
情
報
保
護
委
員
会

行
政
文
書
管
理
規
則
 

 目
次
 

第
１
章
 
総
則

（
第

１
条
・
第
２
条
）
 

第
２
章
 
管
理

体
制

（
第

３
条

―
第
７

条
）
 

第
３
章
 
作
成

（
第
８
条
―
第
１
０
条
）
 

第
４
章
 
整
理

（
第

１
１

条
―

第
１
３

条
）
 

第
５
章
 
保
存

（
第

１
４

条
―

第
１
６

条
）
 

第
６
章
 
行
政

文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
（
第
１
７
条
・
第
１
８
条
）
 

第
７
章
 
移
管
、
廃
棄
又
は
保
存
期
間
の
延
長
（
第
１
９
条
―
第
２
１
条
）
 

第
８
章
 
点
検

・
監
査
及
び
管
理
状
況
の
報
告
等
（
第
２
２
条
―
第
２
４
条
）
 

第
９
章
 
研
修

（
第

２
５

条
・
第

２
６

条
）
 

第
１
０
章
 
公
表
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
情
報
が
記
録
さ
れ
た
行
政
文
書
の
管
理
 

（
第
２
７
条
）
 

特
定
個
人
情
報
保
護
委
員
会

行
政
文
書
管
理
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。
 

 

 

平
成
２
６
年
１
月
７
日
 

特
定
個
人
情
報
保
護
委
員
会
訓
令
第
２
号
 

最
終
改
正
平
成
２
７
年
４
月
１
日
  

特
定
個
人
情
報
保
護
委
員
会

行
政
文
書
管
理
規
則
 

 目
次
 

第
１
章
 
総
則
（
第
１
条
―
第
２
条
）
 

第
２
章
 
管
理
体
制
（
第
３
条

―
第
７
条
）
 

第
３
章
 
作
成
（
第
８
条
―
第
１
０
条
）
 

第
４
章
 
整
理
（
第
１
１
条
―

第
１
３
条
）
 

第
５
章
 
保
存
（
第
１
４
条
―

第
１
６
条
）
 

第
６
章
 
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
（
第
１
７
条
―
第
１
８
条
）
 

第
７
章
 
移
管
、
廃
棄
又
は
保
存
期
間
の
延
長
（
第
１
９
条
―
第
２
１
条
）
 

第
８
章
 
点
検
・
監
査
及
び
管
理
状
況
の
報
告
等
（
第
２
２
条
―
第
２
４
条
）
 

第
９
章
 
研
修
（
第
２
５
条
―
第
２
６
条
）
 

第
１
０
章
 
公
表
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
情
報
が
記
録
さ
れ
た
行
政
文
書
の
管
理
 

（
第

２
７
条
）
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第
１
１
章
 
補
則
（
第
２
８
条
）
 

第
１
章
 

総
則
 

 
（
目
的
）
 

第
１
条
 
こ
の
訓

令
は
、
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
２
１
年
法
律
第
６
６

号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
１
０
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
個
人
情
報
保
護
委

員
会

（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。）

に
お
け
る
行
政
文
書
の
管
理
に
つ
い
て
必
要
な
事

項
を
定
め
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。
 

 第
２
条
 
（
略
）
 

 

第
２
章
～
第
６

章
 
（
略

）
 

 

第
７
章
 

移
管
、
廃
棄
又
は
保
存
期
間
の
延
長
 

第
１
９
条
 
（
略
）
 

 

（
移
管
又
は
廃

棄
）
 

第
２
０
条
 
（
略
）
 

２
～
３
 
（
略
）
 

４
 
総
括
文
書
管

理
者
は
、
内
閣
府
か
ら
、
法
第
８
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
、
行
政
文

書
フ
ァ

イ
ル
等

に
つ
い

て
廃
棄

の
措

置
を
と

ら
な
い

よ
う
に

求
め

ら
れ
た

場
合
に

は
、

必
要
な
措
置
を

講
ず
る

も
の
と

す
る
。
 

 第
２
１
条
 
（
略
）
 

 

第
８
章
 

点
検

・
監

査
及

び
管

理
状
況

の
報
告
等
 

第
１
１
章
 
補
則
（
第
２
８
条
）
 

第
１
章
 
総
則
 

 
（
目
的
）
 

第
１
条
 
こ
の
訓
令
は
、
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
２
１
年
法
律
第
６
６

号
。
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
第
１
０
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
個
人
情
報
保

護
委
員
会

（
以
下
「
委
員

会
」
と
い
う
。）

に
お
け
る
行
政
文
書
の
管

理
に
つ
い
て
必
要

な
事
項
を
定
め
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。
 

 
 

第
２
条
 
（
略
）
 

 

第
２
章
～
第
６
勝
 
（
略
）
 

 

第
７
章
 
移
管
、
廃
棄
又
は
保
存
期
間
の
延
長
 

第
１
９
条
 
（
略
）
 

 

（
移
管
又
は
廃
棄
）
 

第
２
０
条
 
（
略
）
 

２
～
３
 
（
略
）
 

４
 
総
括
文
書
管
理
者
は
、
内
閣
府
か
ら
、
法
第
８
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
、
行
政
文

書
フ
ァ

イ
ル
等

に
つ
い

て
廃
棄

の
措

置
を
と

ら
な
い

よ
う
に

求
め

ら
れ
た

場
合
に

は
、

必
要
な
措
置
を

講
じ
る

も
の
と
す
る
。
 

 第
２
１
条
 
（
略
）
 

 

第
８
章
 
点
検
・
監
査
及
び
管
理
状
況
の
報
告
等
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（
点
検
・
監
査

）
 

第
２
２
条
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

３
 

総
括
文
書
管
理
者
は
、
点
検
又
は
監
査
の
結
果
等
を
踏
ま
え
、
行
政
文
書
の
管
理
に

つ
い
て
必

要
な

措
置
を

講
ず
る

も
の
と
す
る
。
 

 （
紛
失
等
へ
の

対
応
）
 

第
２
３
条
 
（
略
）
 

２
 
文
書
管
理
者
は
、
紛
失
等
が
明
ら
か
と
な
っ
た
場
合
は
、
速
や
か
に
被
害
の
拡
大
防

止
等
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を

講
ず

る
と

と
も
に
、
直
ち
に
総
括
文
書
管
理
者
に
報
告

し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

３
 

総
括
文
書
管

理
者
は
、
前
項
の
報
告
を
受
け
、
更
に
必
要
と
な
る
場
合
に
は
、
速
や

か
に
被
害
の
拡
大
防
止
等
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を

講
ず
る

も
の
と
す
る
。
 

 （
管
理
状
況
の

報
告
等
）
 

第
２
４
条
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

３
 

総
括
文
書
管
理
者
は
、
内
閣
府
か
ら
法
第
３
１
条
の
規
定
に
よ
る
勧
告
が
あ
っ
た
場

合
に
は
、
必
要
な
措
置
を

講
ず

る
も
の
と
す
る
。
 

 

第
９
章
 

（
略

）
 

 

第
１
０
章
 
公
表
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
情
報
が
記
録
さ
れ
た
行
政
文
書
の

管
理
 

（
秘
密
保
全
を
要
す
る
行
政
文
書
の
管
理
）
 

（
点
検
・
監
査
）
 

第
２
２
条
 
 （

略
）
 

２
 
（
略
）
 

３
 
総
括
文
書
管
理
者
は
、
点
検
又
は
監
査
の
結
果
等
を
踏
ま
え
、
行
政
文
書
の
管
理
に

つ
い
て
必
要
な
措
置
を

講
じ
る

も
の
と
す
る
。
 

 （
紛
失
等
へ
の
対
応
）
 

第
２
３
条
 
（
略
）
 

２
 
文
書
管
理
者
は
、
紛
失
等
が
明
ら
か
と
な
っ
た
場
合
は
、
速
や
か
に
被
害
の
拡
大
防

止
等
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を

講
じ
る

と
と
も
に
、
直
ち
に
総
括
文
書
管
理
者
に
報
告

し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

３
 
総
括
文
書
管
理
者
は
、
前
項
の
報
告
を
受
け
、
更
に
必
要
と
な
る
場
合
に
は
、
速
や

か
に
被
害
の
拡
大
防
止
等
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を

講
じ
る

も
の
と
す
る
。
 

 （
管
理
状
況
の
報
告
等
）
 

第
２
４
条
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

３
 
総
括
文
書
管
理
者
は
、
内
閣
府
か
ら
法
第
３
１
条
の
規
定
に
よ
る
勧
告
が
あ
っ
た
場

合
に
は
、
必
要
な
措

置
を

講
じ
る

も
の
と
す
る
。
 

 

第
９
章
 
（
略
）
 

 

第
１
０
章
 
公
表
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
情
報
が
記
録
さ
れ
た
行
政
文
書
の

管
理
 

（
秘
密
保
全
を
要
す
る
行
政
文
書
の
管
理
）
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第
２
７
条
 
（
略
）
 

(
1
)
～
(7
)
 
（

略
）
  

(
8
)
 
総
括
文
書
管
理
者
は
、
秘
密
文
書
の
管
理
状
況
に
つ
い
て
、
毎
年
度
、

個
人
情

報
保
護
委
員
会

委
員
長
に
報
告
す
る
も
の
と

す
る
。
 

(
9
)
～
(1
0
) 

（
略

）
  

 

第
１
１
章

 
（

略
）
 

  
 
 
附
 
則
 

 
こ
の
訓
令
は
、
平
成
２
８
年
○
月
○
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

               

第
２
７
条
 
（
略
）
 

(
1
)
～
(7
)
 
（
略
）

  

(
8
)
 
総
括
文
書
管
理
者
は
、
秘
密
文
書
の
管
理
状
況
に
つ
い
て
、
毎
年
度
、

特
定
個

人
情
報
保
護
委
員
会

委
員
長
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
 

(
9
)
～
(1
0
) 

（
略
）
 

 

第
１
１
章
 
（
略
）
 

  
 
 
附
 
則
 

 
こ
の
訓
令
は
、
平

成
２
６
年
１
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

  
 
 

附
 
則
 

 
こ
の
訓
令
は
、
平
成
２
６
年
７
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 

附
 
則
 

 
こ
の
訓
令
は
、
平
成
２
７
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
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 別
表
第
１
 
行
政
文
書
の
保
存
期
間
基
準
 

事
 
項

 
業

務
の

区
分

 

当
該

業
務

に
係

る
行
政

文
書

の
類

型
（

施
行
令

別
表

の
該

当
項
）
 

保
存
期
間

 
具

体
例

 

2
4 

統
計
、
調

査
等
に
関

す
る
事
項

 

統
計

の

作
成

並

び
に

調

査
及

び

研
究

に

関
す

る

重
要

な

経
緯

 

①
統

計
、

調
査

及
び
研

究
に

関
す

る
文

書
の

う
ち

、
特

に
重

要
な

も
の

に
関

す
る

調
査

報
告

 

 

1
0
年
 

・
調
査
報

告
 

②
統

計
、

調
査

及
び
研

究
に

関
す

る
文
書

の

う
ち

重
要

な
も
の
 

 

３
年
 

（
公
表
し

た
調
査
及

び
研
究
に

関
す
る
文

書
に
つ
い

て
は

1
0

年
）
 

・
調
査
報

告
 

・
論
文
 

2
5 

国
際
会
議

（
外
国
政

府
と
の
交

渉
を
含

む
。）

に
関

す
る
事
項

 

国
際

会

議
に

関

す
る

重

要
な

経

緯
 

国
際

会
議

に
関

す
る
重

要
な

経
緯

が
記

載
さ
れ

た
文

書
 

1
0
年

 
・

発
言
要

領
 

・
議
事
の

記

録
 

・
配
布
資

料
 

・
合
意
文

書
 

 別
表
第
１
 
行
政
文
書
の
保
存
期
間
基
準
 

事
 
項

 
業

務
の

区
分

 

当
該

業
務

に
係

る
行

政

文
書

の
類

型
（

施
行

令

別
表

の
該

当
項

）
 

保
存

期
間

 
具

体
例

 

2
4 

統
計
、
調

査
等
に
関

す
る
事
項

 

統
計

の

作
成

並

び
に

調

査
及

び

研
究

に

関
す

る

重
要

な

経
緯

 

①
統

計
、

調
査

及
び

研

究
に

関
す

る
文

書
の

う
ち

、
特

に
重

要
な

も
の

に
関

す
る

調
査

報
告
 

 

1
0
年

 
・

調
査

報
告

 

②
統

計
、

調
査

及
び

研

究
に

関
す

る
文

書
の

う
ち

重
要

な
も

の
 

 

３
年
 

（
公

表
し

た
調

査
及

び
研

究
に

関
す

る
文

書
に

つ
い

て
は

1
0

年
）

 

・
調

査
報

告
 

・
論

文
 

（
新
規
）
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別
表
第
２
 
保
存
期
間
満
了
時
の
措
置
の
設
定
基
準
 

事
項
 

業
務

の
区

分
 

保
存
期
間

満
了
時

の
措
置
 

2
4 

統
計
、
調

査
等

に
関
す
る

事
項

 

統
計

の
作

成
並

び
に

調
査

及
び
研

究
に

関
す

る
重

要
な

経
緯

 

移
管
 

2
5 

国
際
会
議

（
外
国
政

府
と

の
交
渉
を

含

む
。）

に
関
す

る
事
項

 

国
際

会
議

に
関

す
る

重
要

な
経
緯
 

移
管

 

注
 

①
 
「
移
管
」
と
さ

れ
て
い
る
文
書
が
含
ま
れ
て
い
る
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
等
は

全
て

移

管
す
る
こ
と
と
す
る
。
 

 

別
表
第
２
 
保
存
期

間
満
了
時
の
措
置
の
設
定
基
準
 

事
項
 

業
務

の
区

分
 

保
存

期
間

満
了

時
の

措
置

 

2
4 

統
計
、
調

査
等

に
関
す
る

事
項
 

統
計

の
作

成
並

び
に

調
査

及
び

研

究
に

関
す

る
重

要
な

経
緯

 

移
管
 

（
新
規
）
 

   注
 

①
 
「

移
管
」

と
さ

れ
て

い
る

文
書

が
含
ま

れ
て

い
る

行
政

文
書

フ
ァ
イ

ル
等

は
す

べ
て

移
管
す
る
こ
と
と
す
る
。
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